
 

 

 

 

  

第９期調布市高齢者総合計画  基本的な考え方について  

•高齢者の保健福祉施策を推進するための計画

•「老人福祉計画（老人福祉法）」と「介護保険事業計画（介護保険法）」の２つの計画を総称した名称

•計画期間は令和６年度から令和８年度（３年間）。中期的には，団塊ジュニア世代が高齢期を迎える2040年（令和22年）

を見据える

概要

•厚生労働省社会保障審議会介護保険部会において，介護保険制度の次期改定を審議・検討中

•生産年齢人口の急減や高齢者人口の急速な増加，地域ごとに異なるピークへの対応

•2025年に向けた地域包括ケアシステムの深化・推進，介護保険制度の持続可能性の確保

主な論点

◎地域包括ケアシステムの更なる深化・推進 ◎介護人材の確保、介護現場の生産性向上の推進

・地域における介護予防や社会参加活動の充実 ◎給付と負担

・認知症施策、家族を含めた相談支援体制

・医療と介護の連携強化、自立支援・重度化防止の取組の推進

・在宅・施設を通じた介護サービスの基盤整備、住まいと生活の一体的な支援

・保険者機能の強化

•上記部会において，「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」に規定する総合確保方針に即し

て，国が介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本指針を見直し中

各自治体（市区町村・都道府県）は，同指針に定められた事項・標準等に沿って計画を作成

ex)介護サービス量・地域支援事業等の見込み，地域包括ケアシステム，介護予防・重度化防止，認知症施策 など

国

基本理念

・

施策目標

１章 地域包括ケアシステム

の深化・推進

地域包括支援センターの機能強化

地域の見守り体制の充実〔重〕

医療と介護の連携強化〔重〕

２章 介護予防の取組と

生活支援の展開

介護予防の取組〔重〕

生活支援の展開〔重〕

３章 安心して暮らすための

環境づくり

認知症施策の推進〔重〕

情報提供と相談体制の充実

在宅生活を支えるサービスの充実

虐待防止，権利擁護の推進

ケアラー支援の充実

住環境の整備

災害・感染症等への備え

４章 介護保険事業の

円滑な運営

保険給付費等の見込み

サービスの基盤整備

持続可能な介護保険制度の運営〔重〕

介護保険料

各 論 体 系 (案 )  

資 料 １ － ２  

基本構想

基本計画

基本理念（３課共通）

施策目標

展開方針

将 来 像 ： 『 と も に 生 き  と も に 創 る  彩 り の ま ち 調 布 』  

基 本 目 標 ： 『 み ん な で 支 え 合 い ， い つ ま で も 心 穏 や か に 暮 ら す た め に 』  

【 福 祉 】 み ん な で 支 え 合 う ， 誰 一 人 取 り 残 さ れ な い ， と も に 生 き る ま ち  

施 策 0 6  共 に 支 え 合 う 地 域 福 祉 の 推 進  

施 策 0 7  高 齢 者 福 祉 の 充 実  

施 策 0 8  障 害 者 福 祉 の 充 実  

 

地 域 の 中 で  い つ ま で も  そ の 人 ら し く  い ら れ る ま ち 「 ち ょ う ふ 」 へ  

理 念 ①  誰 も が 自 分 ら し く 暮 ら し 続 け る こ と が で き る 地 域 社 会  

理 念 ➁  互 い に 認 め 合 い ， 尊 重 し 合 い ， と も に 生 き る 地 域 社 会  

理 念 ③  世 代 や 属 性 を 超 え て つ な が り ， 住 民 全 体 で 支 え 合 う 地 域 社 会  

理 念 ④  多 様 な ニ ー ズ に 応 じ た 切 れ 目 の な い 包 括 的 な 支 援 体 制  

第 １ 章  第 ２ 章  第 ３ 章  第 ４ 章  

「 地 域 に お る 医 療 及 び 介 護

を 総 合 的 に 確 保 す る た め の

基 本 的 な 方 針 」  

令 和 ５ 年 ３ 月 改 正  



 

 

＜ 今 後 の 作 成 プ ロ セ ス （ イ メ ー ジ ） ＞  
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市

(事務局)

● 調 査 結 果 等 の 分 析 【 見 え る 化 シ ス テ ム 】  

・ 市 民 福 祉 ニ ー ズ 調 査 ， 住 民 懇 談 会  

・ 介 護 予 防 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査  

・ 在 宅 介 護 実 態 調 査  

・ 世 帯 状 況 調 査  

・ 特 養 入 所 申 込 者 状 況 調 査  等  

● ニ ー ズ 把 握 ・ 反 映  

● 他 計 画 と の 整 合  

・ 国 （ 基 本 指 針 ， 認 知 症 大 綱 等 ）， 都  

・ 市 基 本 構 想 ， 基 本 計 画  

・ 地 域 福 祉 ， 障 害 ， 健 康 ， 自 殺  

・ 住 宅 ， 防 災 ， ま ち づ く り  等  

● 第 ８ 期 計 画 進 捗 ・ 振 返  

● 保 険 給 付 ・ 地 域 支 援 事 業 の 実 態 把 握  

● 現 状 分 析 【 見 え る 化 シ ス テ ム 】  

● 他 市 比 較 【 見 え る 化 シ ス テ ム 】  

● 地 域 課 題 の 検 討 ・ 共 有  

・ 地 域 ケ ア 会 議  

・ 地 域 支 え 合 い 推 進 員 （ 生 活 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー ）  

・ 協 議 体  等  

● パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト ， 合 同 説 明 会  

● 医 療 介 護 連 携  

・ 医 師 会 ， 歯 科 医 師 会 ， 薬 剤 師 ， 看 護 職  

・ 理 学 療 法 士 ， 作 業 療 法 士 ， 言 語 聴 覚 士 ， 管 理 栄 養 士  

・ 社 会 福 祉 士 ， 介 護 福 祉 士 ， 介 護 支 援 専 門 員  

・ ち ょ う ふ 在 宅 医 療 相 談 室 ， 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  等  

● 人 口 ・ 高 齢 者 数 の 将 来 推 計  

● 認 定 者 数 （ 率 ） の 将 来 推 計  

● サ ー ビ ス 利 用 量 （ 率 ） の 将 来 推 計  等  

展開方針

・

重点施策

第 １ 章  地 域 包 括 ケ ア シ ス テ ム の 深 化 ・ 推 進  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 機 能 強 化 ・ 体 制 確 保 を 図 る と と も に ， 支 援 ・

見 守 り の 体 制 ・ ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 に 取 り 組 む 。 ま た ， 三 師 会 ， 介 護

事 業 者 ・ 団 体 ， ち ょ う ふ 在 宅 医 療 相 談 室 等 と 連 携 し た 事 業 を 展 開 す る  

◎ 重 点 施 策  

・ 地 域 の 見 守 り 体 制 の 充 実 【 基 本 指 針 第 １ の １ の ４  ほ か 】  

・ 医 療 と 介 護 の 連 携 強 化 【 基 本 指 針 第 ２ の ３ の １ （ １ ）  ほ か 】  

第 ２ 章  介 護 予 防 の 取 組 と 生 活 支 援 の 展 開  

介 護 予 防 ・ フ レ イ ル 予 防 の 取 組 ， 生 き が い 創 出 や 社 会 参 加 の 促 進 を 図 り ，

地 域 の ニ ー ズ に 対 し て 多 様 な 主 体 と 連 携 ・ 協 力 し た 支 援 体 制 ・ ネ ッ ト ワ ー

ク の 構 築 を 推 進 す る  

◎ 重 点 施 策  

・ 介 護 予 防 の 取 組 【 基 本 指 針 第 ２ の ２ の ４ （ １ ）  ほ か 】  

・ 生 活 支 援 の 展 開 【 基 本 指 針 第 ２ の ２ の ４ （ １ ）  ほ か 】  

第 ３ 章  安 心 し て 暮 ら す た め の 環 境 づ く り  

ど の よ う な 状 態 に な っ て も 住 み 慣 れ た 地 域 や 在 宅 で 自 分 ら し く 安 心 し

て 暮 ら し 続 け ら れ る よ う ， 認 知 症 高 齢 者 及 び ケ ア ラ ー （ 介 護 者 ） へ の

支 援 や 認 知 症 の 普 及 啓 発 ・ 予 防 事 業 ， 虐 待 防 止 ・ 権 利 擁 護 の 推 進 ， 在

宅 サ ー ビ ス の 充 実 ， 災 害 ・ 感 染 症 等 へ の 多 様 な 事 業 に 取 り 組 む  

◎ 重 点 施 策  

認 知 症 施 策 の 推 進 【 基 本 指 針 第 ２ の ３ の ６  ほ か 】  

第 ４ 章  介 護 保 険 事 業 の 円 滑 な 運 営  

介 護 保 険 サ ー ビ ス の 質 と 量 の 確 保 に 努 め る と と も に ， 今 後 の 人 口 動 向 や 介

護 保 険 サ ー ビ ス 全 体 の バ ラ ン ス ， 介 護 現 場 の 生 産 性 向 上 ， 介 護 人 材 の 確 保

育 成 等 に 配 慮 し た 介 護 保 険 事 業 の 運 営 を 行 う  

◎ 重 点 施 策  

持 続 可 能 な 介 護 保 険 制 度 の 運 営 【 基 本 指 針 第 ２ の ２ の ４ （ １ ）  ほ か 】  

施 策 の 提 案 ・ 説 明 ， 推 進 協 結 果 の 反 映  評 価 ・ 助 言 ・ 意 見 ・ 要 望 ・ 情 報 提 供  な ど  

推進協


